
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆パワーハラスメント 

労働施策総合推進法の改正により、６月１日から、

職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用

管理上必要な措置を講じることが事業主の義務とな

ります。なお、中小事業主は、令和４年４月１日から

義務化されます（それまでは努力義務です）。 

(1) 事業主および労働者の責務 

・事業主の責務……①職場におけるパワーハラスメン

トを行ってはならないこと等これに起因する問題

に対する労働者の関心と理解を深めること、②その

雇用する労働者が他の労働者に対する言動に必要

な注意を払うよう研修を実施する等、必要な配慮を

行うこと 

・労働者の責務……①ハラスメント問題に関する関心

と理解を深め、他の労働者に対する言動に注意を払

うこと、②事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力

すること 

(2) パワーハラスメントの防止のために事業主が講

ずべき措置 

① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行って

はならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓

発すること 

② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処

の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周

知・啓発すること 

③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知するこ

と 

④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切

に対応できるようにすること 

⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること 

⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適

正に行うこと 

⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に

行うこと 

⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること 

⑨ 相談者・行為者等のプライバシーを保護するため

に必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること 

⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益

取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発す

ること 

(3) 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取

扱いの禁止 

事業主は、労働者が職場におけるパワーハラスメン

トについての相談を行ったことや雇用管理上の措置

に協力して事実を述べたことを理由とする解雇その

他不利益な取扱いをすることが、法律上禁止されます。 

 

◆セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業

等に関するハラスメント 

これらについては、男女雇用機会均等法、育児・介

護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既

に義務付けられていますが、６月１日から以下のとお

り、事業所の規模を問わず防止対策が強化されます

（①・②の内容はパワーハラスメントと同様です）。 

① 事業主および労働者の責務 

② 事業主に相談等をした労働者に対する不利益取

扱いの禁止 

③ 自社の労働者が他社の労働者にセクシュアルハ

ラスメントを行った場合の協力対応 

自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他

社が実施する雇用管理上の措置事実確認等への協力

を求められた場合、これに応じるよう努めることとさ

れました。 

６月から職場におけるハラスメント 

防止対策が強化されます 
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◆コロナ禍による外国人労働者の失業の急増 

新型コロナウイルスの発生により、その感染拡大を

理由にした解雇や雇い止め、派遣切りを受けている外

国人労働者が急増しています。職を失い、住む場所を

奪われ、減便のため帰国もままなりません。永住者や

定住者以外は、現行の制度上、在留資格に職種や労働

時間の制限があり、簡単に転職（職探し）ができない

のが現状です。 

そのような実情を受けて、法務省や出入国在留管理

庁（以下、入管庁という）から猶予・支援策が発表さ

れています。以下は、5月 12日までに法務省・入管庁

から出された主な内容です。 

 

◆各種猶予・支援内容―在留期間の猶予 

・３月１日から７月３１日に在留期限の満了を迎える

外国人に対し、期間の更新や資格変更の許可申請を

３か月間猶予。 

・在留申請手続のオンライン化の対象拡大 

・技能実習生・特定技能外国人等に対する支援 

 →新型コロナウイルス感染症の影響により解雇等

され、実習が困難となった技能実習生、特定技能外

国人等の日本での雇用維持のため、特定産業分野に

おける再就職の支援を行うとともに、一定の要件の

下、「特定活動」の在留資格を許可。 

 

◆最後に 

 「特定活動」の在留資格が一時的に許可されたとし

ても、すべての産業分野で受入可能とはなっていない

点、そもそも日本の経済活動自体が危機的な状況に陥

っていることを考えると、ただでさえ不安定な立場で

働く外国人の救済は困難を極めます。外国人も対象と

なる給付金等については、日本語理解に不安のある外

国人にも確実に申請・受給できる支援が急がれます。 

 

 

 
 

◆対応の概要 

・一般健康診断：令和２年６月末までに実施を求めら

れるものについては、実施時期を 10 月末まで延期

することができます。 

・特殊健康診断：実施することが義務づけられていま

すが、十分な感染防止対策を講じることが困難な場

合などには、実施時期を 10 月末まで延期すること

ができます。 

・健康診断実施機関の予約が取れない等の事情により、

やむを得ず 10 月末までの実施が困難な場合には、

可能な限り早期に実施できるよう計画を立て、それ

に基づき実施する必要があります。 

 

◆一般健康診断 

事業者は、労働安全衛生法第 66 条第１項の規定に

より、労働者の雇入れの直前または直後に健康診断を

実施することや、１年以内ごとに１回定期に一般健康

診断を行うことが義務づけられています。しかし、新

型コロナウイルスの拡がりにより、健康診断等の実施

会場においても、密閉・密集・密室といった「三密」

空間での感染拡大が懸念されるところから、一般健康

診断の実施時期については、令和２年６月末までに実

施することが求められるものについては、令和２年 10

月末までのできるだけ早期に実施することとして差

し支えないこととされました。 

 

◆特殊健康診断 

事業者は、労働安全衛生法第 66 条第２項および第

３項、じん肺法の規定に基づき、有害な業務に従事す

る労働者や有害な業務に従事した後配置転換した労

働者に特別の項目についての健康診断を実施するこ

とや、一定の有害な業務に従事する労働者に歯科医師

による健康診断を実施すること等が義務づけられて

います（特殊健康診断）。 

特殊健康診断については、がんその他の重度の健康

障害の早期発見等を目的として行うものであるため、

基本的には十分な感染防止対策を講じたうえで法令

に基づく頻度で実施するのが望ましいとされていま

すが、十分な感染防止対策を講じた健康診断実施機関

での実施が困難である場合には、一般健康診断と同様、

令和２年６月末までに実施することが求められるも

のについては、令和２年 10 月末までのできるだけ早

期に実施することとして差し支えないこととされま

した。 

これらの取扱いは、現時点では新型コロナウイルス

感染症の状況を踏まえた令和２年６月末までに限ら

れた対応とされています。詳細は厚生労働省の「新型

コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け）」に掲

載されていますが、随時更新されていますので、こま

めにチェックする必要があります。 

【厚生労働省「新型コロナウイルスに関する Q&A（企

業の方向け）」】 

https://mhlw.lisaplusk.jp/jump.cgi?p=2&n=107 

 

 

コロナ禍に伴う外国人労働者の現状と 

救済制度 

コロナ禍による事業者の健康診断の

延期 
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